
１．　内訳 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

基礎コース 84 80 100 55 65 70 35 50 45 40 50 52 726

実践コース 177 188 134 112 161 146 97 157 140 80 110 108 1,610

介護系
（05　介護福祉分野）

25 25 25 20 35 25 20 40 40 20 32 32 339

デジタル系
　　　（02　IT分野）

27 42 27 42 35 29 22 37 22 20 18 18 339

　　　（11　デザイン分野
のうち、Webデザイン系
コース

25 20 15 10 19 20 10 15 15 0 10 10 169

医療事務系
（04　医療事務分野）

15 33 10 0 15 15 15 15 13 10 15 13 169

その他
（02.04.05以外の分野）

85 68 57 40 57 57 30 50 50 30 35 35 594

【共通】（年間） 85

2,421

（１）　基礎コースの新規参入枠は、定員の30％ですが、30％が20人未満の場合は20人とします。

ただし、実績枠が20人を下回らない人数を上限とします。

（３）　実践コースで定員枠を越えた申請があった場合は、【共通】を使用し認定されることもあります。

（４）　実践コースの【共通】は年間で「85人」の枠とします。当該月の【共通】のうち30％までを新規参入枠に流用できます。

※分野での設定は「０」であっても申請は可能ですが、事前にご相談ください

（５）　ｅラーニングコースについては、認定規模の２０％を上限とし認定します。

   ２．　令和８年度新規参入枠

   ３．　選定について
（１）選定点数の高い機関から順番で選定します。

（２）定員枠の優先順位は、１）地域枠、２）新規参入枠、３）実績枠です。

（３）実績枠の定員に残が生じた場合は、新規枠に流用する可能性があります。

   ４．　地域枠について
神奈川県の実績において県西地区における訓練コースの設定が不足していることから、

求人ニーズ等に応じたより効果的な訓練の設定に資するという目的から地域枠を設けています。

神奈川県県西地区において訓練の実施が可能な場合に申請してください。（eラーニングコースについては対象外）

（１）　定員数は当該コースの定員数の内数とします。申請がない月はその定員を当該コースの枠に振り替えます。

（２）　認定に係る申請書類及び選定方法は、通常の申請の場合と同様です。

（３）　訓練認定規模は、全体の20％を限度とします。

（４）　公共職業訓練（離職者訓練）の訓練規模、分野及び時期などを踏まえて設定します。

【ご注意】

・令和８年度予算成立前であり、今後の情勢次第では変更の可能性があります。

・申請が特定の分野に極端に偏った場合等は、労働局と機構で協議のうえ定員枠を調整することがあります。

認定割合

基礎コース 30%

実践コース
（各分野（【共通】を除く）定員数の合計に対する割合

30%

神奈川県求職者支援訓練　令和８年度認定規模

区分

48 37

（２）　実践コース実績枠に分野を限定しない【共通】を設けます。


